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　町
で
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

８
月
１
日
か
ら
、
新
た
に
町
内
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
６
店
舗
に
Ａ

Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
ま
す
。
24
時
間
営
業

の
店
舗
の
協
力
に
よ
り
、
休
日
夜
間

の
緊
急
時
に
も
使
用
可
能
に
な
り
ま

す
。　緊

急
時
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
す
る
際

は
、
店
員
に
申
し
出
る
こ
と
で
借
り

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

設
置
店
舗
一
覧

・
ロ
ー
ソ
ン
西
湘
大
磯
店

・
ロ
ー
ソ
ン
大
磯
国
府
本
郷
店

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
大
磯
国
府
本

　郷
店

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
大
磯
Ｐ
Ａ
店

・
ス
リ
ー
エ
フ
大
磯
店

・
ス
リ
ー
エ
フ
大
磯
国
府
店

　町
内
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
場
所
に
つ
い

て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　消
防
署
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
含
め
た
救
命
講
習
会
を
行
っ
て

い
ま
す
。
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は

気
軽
に
消
防
署
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。　

　消
防
署

　☎
（
61
）
０
９
１
１

　夏
に
な
る
と
、
家
の
軒
下
や
庭
木

に
蜂
の
巣
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
８
月
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
蜂

の
防
衛
本
能
が
強
ま
り
攻
撃
し
て
く

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
巣
は
軒
下
や

換
気
扇
な
ど
見
え
や
す
い
場
所
や
、

屋
根
裏
や
戸
袋
な
ど
狭
い
と
こ
ろ
に

も
作
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
蜂
防
護
服
貸
出
制
度
】

　町
で
は
、
安
全
に
駆
除
が
で
き
る

よ
う
蜂
防
護
服
の
貸
出
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。希
望
す
る
方
は
環
境
課（
美

化
セ
ン
タ
ー
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
蜂
駆
除
費
補
助
制
度
】

　町
で
は
、
個
人
の
敷
地
内
に
お
け

る
蜂
の
駆
除
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ス
ズ
メ
バ
チ
の
駆
除
を
専
門
の
業
者

に
依
頼
し
た
場
合
、
駆
除
に
か
か
っ

た
費
用
の
５
割
（
限
度
額
１
万
円
）

に
相
当
す
る
額
を
補
助
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
駆
除
前
と
駆
除
後
の
写
真

・
駆
除
業
者
の
領
収
書
等

▼
ス
ズ
メ
バ
チ
に
は
近
づ
か
な
い
で

　ス
ズ
メ
バ
チ
は
攻
撃
的
な
性
格
を

持
つ
大
変
危
険
な
蜂
で
す
。
特
に
10

月
に
か
け
て
、
更
に
攻
撃
的
に
な
り

ま
す
。

　ス
ズ
メ
バ
チ
を
頻
繁
に
見
か
け
た

ら
、
近
く
に
巣
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　・

　
　
　
　

 

　環
境
課
（
美
化
セ
ン
タ
ー
内
）

　☎
（
72
）
４
４
３
８

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
つ
い
て

　大磯町美しいまちづくり条例により、

午後10時から午前６時までは河川や海

岸などの公共の場所や静穏を害するお

それのある場所で、爆竹やロケット花

火などの爆発音を発する花火を禁止し

ています。

　近隣の住民の皆さんの迷惑にならな

いよう、ルールとマナーを守って楽し

みましょう。

　楽しんだ後に出る「ごみ」も必ず持

ち帰り、誰もが気持ちよく過ごせるま

ちにしましょう！

　美しいまちづくり条例については

町ＨＰを確認ください。

　　環境課（美化センター内）

　☎（72）4438
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設置店舗入り口の
ステッカー

問

問

深夜の花火は禁止です!!深夜の花火は禁止です!!

光化学スモッグって何？

　排出ガスなどに含まれる有害物質が、変化した「光化学オキシダント」

と呼ばれる物質による現象です。

　風が弱く、日差しが強い日は、光化学スモッグが発生しやすくなります。

被害を受けると

○眼科系の症状（目がチカチカする、目が痛い、涙が出る）

○呼吸器系の症状（のどが痛い、せきが出る、息苦しい）

○頭痛・吐き気

注意報が発令されたら

　光化学スモッグ注意報が発令された時は、町防災行政無線で注意を呼び

かけますので屋外での激しい運動はやめ、屋内活動に切り替えましょう。

光化学スモッグ情報サービス

○テレホンサービス　☎050(5893)9342

○携帯電話アドレス　http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/

○パソコンアドレス　http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/

※光化学スモッグによる被害が発生した場合には環境課へご連絡ください。

　　環境課（美化センター内）☎(72)4438

問問

申

光化学スモッグにご注意ください光化学スモッグにご注意ください

問

蜂
の
駆
除
は
お
早
め
に

蜂
の
駆
除
は
お
早
め
に


